
信用保証協会は、中小企業のみなさまが事業資金の融資を受けられる時に、公的な立場でバックアップいたします。

LINE、X、Instagramによる情報発信をしています！！

右のＱＲコードをお読みいた
だき、お友達登録やフォロー
をお願いします。 LINE X Instagram
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兵庫県融資制度「経営円滑化貸付（米国関税措置対策）」のご案内
米国の関税措置に伴う特別相談窓口のご案内
「2025ひょうご信用創生アワード」支援事例を募集しています
「経営者保証不要にかかるご案内」のリーフレットを作成しました
「土曜・平日夜間相談」を実施しています
『信用保証協会・よろず支援拠点による「無料経営相談会」 in たんば』のご案内
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01 兵庫県融資制度「経営円滑化貸付（米国関税措置対策）」のご案内

　兵庫県融資制度につきまして、米国の関税措置によって影響を受ける事業者の皆さまを支援するため、通常の「経営円滑
化貸付」の貸付要件を緩和した「経営円滑化貸付（米国関税措置対策）」が創設され、令和7年5月1６日から取扱いを開始して
います。
　概要については以下の通りとなりますので、ご利用ください。

[ 制度概要 ]

02 米国の関税措置に伴う特別相談窓口のご案内

　当協会では、「米国自動車関税措置等に伴う特別相談窓口」を開設し、米国自動車関税措
置等により、経営に支障が生じる可能性がある事業者の皆さまからの資金繰り等に関する
ご相談をお受けしています。
　窓口は各地域を担当する事務所・支所となります。

各事務所・支所の
お問い合わせ先

● 米国自動車関税措置等に伴う特別相談窓口
● 東日本大震災に関する特別相談窓口
● ウクライナ情勢・原油価格上昇等に関する特別相談窓口
● ALPS 処理水の処分に伴う経営・輸出等の対策に関する特別相談窓口

現在開設している

特別相談窓口一覧

保 証 料 率 年0.45％～1.90％ （経営状況に応じて決定します。）
なお、セーフティネット保証を利用する場合は、年0.8％となります。

担 保 必要に応じて
提供していただきます。

連 帯 保 証 人
必要となる場合があります。
ただし、法人代表者以外の連帯保証人は
原則不要です。

添 付 書 類
信用保証協会所定の申込資料のほか、
「経営円滑化貸付（米国関税措置対策）売上高減少要件等確認書（様式第8号の2）」
を添付ください。

資 金 使 途 運転資金

取 扱 期 間 令和7年5月16日 （保証申込受付分）から当面の間

融 資 限 度 額 1億円

保 証 期 間 10年以内 （うち据置2年以内）

貸 付 利 率 年1.45％ （固定）

対象となる方

県内で事業を営み、米国の関税措置の影響により、最近１か月の売上高が前年同期に比べて５％
以上減少している方

通常の「経営円滑化貸付」から、売上減少要件が緩和されています。
（売上減少比較期間の短縮（3か月 ⇒ 1か月））ポイント
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03 「2025ひょうご信用創生アワード」支援事例を募集しています

　「ひょうご信用創生アワード」は、兵庫県地
域支援金融会議の参加機関が実施した金
融、経営支援の中から、優れた成果を上げた
事例を顕彰するもので、平成29年度から開
催しています。
　6回目となる今回は、下記要領にて支援事
例を募集いたします。多数のご応募をお待ち
しております。

募集対象

兵庫県地域支援金融会議の参加機関の
金融、経営支援を効果的に活用して、支援
対象企業の有する事業へのさまざまな
「想い」を実現させた取組事例や、「想い」
の実現に向けて現在進行中の事例を募集
します（本会議設立以降の支援事例）。

募集期間

令和7年8月1日（金）まで

応募資格 本会議の参加機関（団体に所属する個別の支
援機関等を含む）およびその支援を受けた中小
企業・小規模事業者とします。

応募方法 所定の応募用紙により、ひょうご信用創生ア
ワード実行委員会の事務局に電子メールにてご
提出ください。

詳細につきましては、当協会ホームページをご覧ください。

ひょうご信用創生アワード実行委員会事務局（兵庫県信用保証協会内）
TEL.078-393-3920
Eメール：keieisien@hosyokyokai-hyogo.or.jp

お問い合わせ先

前回（2024年）の様子 前回（2024年）表彰の様子
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04 「経営者保証不要にかかるご案内」のリーフレットを作成しました

　当協会では、創業や思い切った事業展開、事業承継などを後押しするため、経営者が保証人にならない
取扱いを推進しています。その取扱いを事業者や金融機関の皆さまに広く知っていただくために、「経営者
保証不要にかかるご案内」のリーフレットを作成しました。
　企業の状況やライフステージに合った制度などについて、マンガを使ってわかりやすく解説しています。

05 「土曜・平日夜間相談」を実施しています

　当協会では、事業者の皆さまからの様々なご相談に幅広くお応えするため、各事務所・支所において「土曜・平日夜間相談」を
実施しています。「土曜・平日夜間相談」では、当協会職員に加え、ご希望により中小企業診断士等の専門家への相談も可能であ
り、創業や事業承継、収益力の向上、経営改善など、あらゆるご相談にお応えします。
　今年度の土曜相談の開催予定日は、下記一覧表のとおりです。また、平日夜間相談（午後5時～7時）については、原則として全
ての営業日で実施します（事前予約制）。相談料はいただきませんので、お気軽にご相談ください。

経営支援部 再生発展支援課
TEL.078-393-4024

お問い合わせ先

リーフレットの
ダウンロードは
こちらから

ホームページからの
予約はこちらから

土曜相談 時間／午前10時～午後5時

神戸事務所

阪神事務所・但馬支所・加古川支所

姫路事務所・淡路支所・西脇支所

6/7

◯

実施日 7/5

◯

10/4
◯

11/8

◯

12/6

◯

1/17
◯

2/7

◯

3/7

◯

平日夜間相談 時間／午後5時～午後7時
神戸事務所・阪神事務所・姫路事務所
但馬支所・淡路支所・西脇支所・加古川支所 ご希望日時をご相談ください

※ 電話、ホームページからの予約制といたします。予約の締切日・・・各開催日の５営業日前
※ ご予約がない場合は、開催いたしません。予めご了承ください。
※ 詳しくは、下記または最寄りの事務所・支所までお問い合わせください。

マンガで
解説
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06 『信用保証協会・よろず支援拠点による「無料経営相談会」 in たんば』
のご案内

　「兵庫県よろず支援拠点」と連携し、保証協会利用企業を対象とした経営相談会を以下のとおり開催します。
　「経営課題の解決に向けたアドバイスがほしい」や「売上増加について効果的な対応策が見つからない」といった経営上の
お悩みに専門家や当協会職員が対応します。
　ぜひ、ご参加ください。

日　時 ７月１日（火）  11：00～15：00
会　場 丹波の森公苑 （丹波市柏原町柏原5600）

対象者 経営改善に向けた方策・具体的な取組等について悩みを抱える保証協会利用企業。

内　容 兵庫県よろず支援拠点のコーディネーター2名を相談員として、以下のいずれかの枠にて、
個別の経営相談を実施します。 定員6名（事前申込制）

① 11：00～12：00（２枠）　　② 13：00～14：00（２枠）　　③ 14：00～15：00（２枠）

申込締切

6月20日(金)
※ 先着順

経営支援部 支援統括課
TEL.078-393-3920

お申込み・お問い合わせ先
参加をご希望の方は

こちらから

西本 文雄さん （中小企業診断士）

現代の経営環境の複雑さは増すばかり。ここで一度、

自社の課題について整理してみませんか？御社のお話

をお伺いさせていただきながら、解決の糸口を見つけ

だせれば幸いです。ぜひお気軽にご利用ください。

津賀 弘光さん （中小企業診断士）

延4,500件以上の公的相談実績のかたわら、経営陣と

して事業にも参画しています。新事業の立ち上げ、資金

調達、M＆Aから広報、SNSまで、小規模な事業者さん

に寄り添います。

相談員

信用保証協会・よろず支援拠点による

「無料経営相談会」 in  たんば



〒673-0885
明石市桜町11-14
☎ 078-911-8181

日新信用金庫 明石駅前支店

2024年4月、日新信用金庫明石駅前支店は開設60周年を迎えました。以前、
当店は魚の棚商店街北側にありましたが、2011年に現在の場所に移転しま
した。当店の商圏である明石駅前エリアには、駅前好立地のため小売業、飲
食業、不動産業を営む事業者や商業ビルにオフィスを構える企業が多く、さ
まざまな分野の事業者との取引が多いです。

貴店の歴史や取引事業者について教えてください

明石駅北側には明石公園があり、各種のイベントが開催されています。人気
イベントのひとつに「時のウイーク」があり、当店はキッズスペースでのボラン
ティアスタッフとして参加し、地域の子どもたちと交流を深めています。また、
駅前ビル「パピオス明石」では、「親子で学ぼう！お金のセミナー」と題して、お
金に関することを楽しみながら学ぶセミナーを開催。若手職員が「重さ当てク
イズ」や「巨大すごろく」を実施して好評を博しました。

地域とのつながりを大切にするために
取組んでいることを教えてください

長年、当店と取引をいただいている飲食店に勤務していたシェフが独立開業
を決意されました。独立開業には、店舗の確保や備品購入などの資金が必要
です。そこで「創業関連保証」の活用をお勧めしました。また、独自で食材の
仕入れ先を開拓したいとのご意向があり、食材の卸を行っている事業者との
マッチングを行いました。その方は「イメージ通りの店ができた」と喜んでお
られます。

保証協会の融資商品で実現できた企業支援、
経営サポートを教えてください

日新信用金庫 明石駅前支店

支店長　菊川 真一  様

[ 上段写真中央 ]

日新信用金庫に入社して6年目です。現在、魚の棚

商店街を中心に周辺の店舗を担当しています。お

客様の事業の成長のために私にできることは何だ

ろうと、いつも考えながら行動しています。これまで

を振り返って印象に残っていることは、お客様から

M＆Aの相談を受けたことです。M＆Aを手がけてい

る企業をマッチングしたところ「何から手を付ける

べきなのかがわからなかったが助かりました。あり

がとう」と喜んでいただきました。これからもさまざ

まな経験を積み、お客様と一緒に成長して役付きに

なり、日新信用金庫のなくて

はならない存在になりたい

と思います。

明石駅前支店渉外課

濱本 ひなの 様

いつも明るく前向きで、
お客様一人ひとりの課
題解決に取組む姿勢が
とても印象的な、明石駅
前支店のムードメーカー
渉外課の濱本 ひなのさん
を紹介します。

菊川支店長

「イチ推し！ 職員
」
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兵庫県の風景を描いた芸術作品と作者を紹介する「ひょうご・芸術散歩」。

今回は、瀬戸内海東部を描いた「播磨灘」と、作者の小出 卓二画伯を紹介

します。

夕陽に染まる瀬戸内海を描いた
｢播磨灘｣
小出は、神戸港、大阪港、淀川河口付近など阪神間

をはじめ日本各地を取材して、鮮やかな色彩とダイ

ナミックな筆遣いの風景画を多数、制作しました。な

かでも紅に染まる夕景を描いた作品は「赤の風景」

と呼ばれ、小出の代名詞になりました。姫路、淡路

島、四国に囲まれ、小豆島、家島諸島が浮かぶ播磨

灘を描いた作品「播磨灘」は、「赤の風景」を代表す

る作品のひとつです。鮮やかな赤は瀬戸内に沈む

夕陽を思わせるだけでなく、これからやって来る夜

の気配をも感じさせます。さらに彼方に見える離島

が郷愁を誘い、作品を奥深いものにしています。

大阪市東区久宝寺町（現・大阪

市中央区久宝寺町）。金沢医科

大学付属薬学専門部（現・金沢

大学薬学部）卒業後、信濃橋洋

画研究所に入所し小出楢重に

師事。1945年、向井潤吉、古家

新らとともに行動美術協会設

立。1946年、第一回行動美術展

から亡くなる直前の1977年まで

作品を発表し続けた。

書写山の山上にあり、「西の比叡
山」と呼ばれている天台宗の寺院
です。舞台造りの摩尼殿や室町
時代に建造された大講堂など見
どころがたくさんあり、観光地とし
ても人気です。

こいで・たくじ  1903～1978
小出 卓二

「西の比叡山」の別名を持つ寺院

書寫山圓教寺

兵庫の歴史に触れる！

兵庫県立歴史博物館

姫路城を借景とした日本庭園。約
一万坪の敷地に池泉回遊式の
「御屋敷の庭」、数寄屋建築の茶
室がある「茶の庭」など9つの庭
園があります。大河ドラマのロケ
地としても知られています。

大河ドラマのロケ地として知られる日本庭園

好古園
姫路市の芸術文化振興を目的に
1983年に開館。郷土の歴史、風俗
に関する美術作品や姫路市の姉
妹都市シャルルロワ市があるベル
ギーをはじめとした海外の優れ
た作品を多数、所蔵しています。

兵庫県の原始から近現代に至
るまでの歴史に関する展示を中
心に、姫路城や全国の城郭を歴
史、建築、城下町などの視点で
紹介。設計は、日本を代表する
建築家 丹下健三氏が手がけま
した。

姫路の芸術文化の拠点

姫路市立美術館

〒670-0965
兵庫県姫路市東延末3丁目27-2
TEL 079-289-3611

兵庫県信用保証協会
姫路事務所

羽柴秀吉、池田輝政らが西国統治の夢を託した城。
白鷺が羽を広げているように見えることから白鷺城の
別名があります。1993年、法隆寺とともに日本初の世
界文化遺産に登録された日本を代表する名城です。

日本初！世界文化遺産に登録された日本を代表する名城

姫路城 播磨圏域で初の2010席の規模
を誇るホール。コンサートや舞
台芸術はもちろん講演会、パネ
ルディスカッションなど、さまざ
まな催しが開催されています。

播磨圏域を代表する大規模ホール

アクリエひめじ

【播磨灘】 1958年／神戸ゆかりの美術館蔵

提供：姫路市

提供：姫路市
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　兵庫県北部に位置する出石は、兵庫の小京都の別称で知
られている風光明媚な観光地だ。観光客は、町のあちこち
にある史跡と郷土料理「出石皿そば」を目当てにこの地に
やって来る。出石皿そばは、ゆでたてのそばを13ｃｍほどの
出石焼の小皿に盛り、濃厚な出汁に鶏卵、ネギ、大根おろ
し、わさびなどの薬味で味わう独特のスタイルで知られてい
る。発祥は1706年（宝永3年）、藩主仙石政明が信州から国
替えで、そば職人を伴って出石に来たことがきっかけとされ
ている。町中には出石皿そばだけでなく、気軽にそば打ち
体験ができる道場もあり、一年を通じて賑わっている。この
ようななか、出石で約60年の歴史をもつ出石皿そばの店「そ
ば庄」三代目の川原一郎さんが、2020年、プロのそば職人を
育てる「出石蕎学館」を開いて注目を集めた。川原さんは

「出石は兵庫県を代表するそば処です。ところが後継者問
題が深刻で、一時は50軒あったそば屋が今では39軒になっ
ています。2020年は、三代目に就任した年ですが、直後に新
型コロナウイルス感染症がまん延しました。コロナ禍の影響
で町が閑散として、このまま放置するわけにはいかないと思
い、そば職人を育てる場をつくろうと決意しました」と開塾
のきっかけを語る。そして「私は、出石で生まれ、そばを黙々
と打つ父の背中を見て育ちました。小学生のとき、文集に

『将来は、そば職人をしながら野球を教える人になりたい』
と書いていたほどです」と言葉を添えた。この言葉通り、川
原さんは幼い頃から野球で身を立てることを夢見て白球を
追い、高校生になると家業を手伝った。やがて神戸の大学
から声が掛かり、野球で進学を果たした。ところが大学で
の野球は、想像以上に厳しかった。心は決まった。「出石皿
そばに打ち込もう」。大学を卒業した川原さんは、3年間、西
宮の割烹料理店で修行をすることに。和食の修行も厳し
かったが、常に父の言葉を思い返して踏ん張った。
　「父は、常 『々昔と違い、これからはそばだけでは経営は
苦しくなる。新しいことをしなければいけない』と言っていま
した。この修行を通じて、新しい何かを見つけたいという一念
で頑張りました」。
　2015年、帰郷した川原さんは、そば庄に勤務すると同時
に割烹料理店で身につけた天ぷらをメニューに加えた。

父子で切り盛りする「そば庄」の未来を照らす火が灯ったわ
けだ。とはいえ出石の他のそば屋が抱える後継者問題は解
決していない。その後、コロナ禍となり、悩んでいても解決し
ないと「出石蕎学館」を考えたのだという。

　「出石蕎学館」には、「イントロダクションコース」と「アド
バンスコース」がある。「イントロダクションコース」は、将
来、そば屋を開業する人および、飲食業に従事しており、そ
ばをメニューに加えたいと考えている人が対象。「アドバン
スコース」は、すでに飲食業を経営している人もしくは、そば
打ちの技術向上を目標とした人で調理師免許か食品衛生
責任者資格を持っていることが入塾の条件だ。プログラム
は、出石に伝わる伝統的なそば打ちを学ぶ技術講習に加え
て、出石皿そばの歴史をテーマとした座学もある。指導は、
川原さんがマンツーマンで行う。

　「出石蕎学館」イントロダクションコースの卒業生で、現
在、城崎で宿を営む寺川大紀さんに話をうかがった。
　「実は、もともとそばは苦手でした。でも、出石の皿そばだ
けは昔から大好きで、出石蕎学館ができたと知り、すぐに見
学に行きました。仕事が忙しいため約1年、悩みましたが
2024年6月に入塾しました。約3ヶ月、そば打ちを学び、出石
皿そばは上質なそば粉と美味い水が味の決め手で、シンプ
ルだからこそ違いが出るということを知りました。現在は、
宿で提供する食事の締めとして手打ちそばを出しており、
お客様に喜んでいただいています」。
　2025年4月からは、手打ちそばを扱う店を開きたいという
小野市在住の人の入塾が決定している。川原さんは「卒業
生がすべて出石に留まらなくても良いんです。それぞれが自
分の場所で、出石の町、出石皿そばのことを発信してくれた
ら嬉しい。そのうち出石でそば職人になるという人が出て来
ると思っています」と語る。
　4月から大阪・関西万博にちなんで開催されている兵庫

そば処出石の火を次の世代へ
そば職人を育成する「出石蕎学館」を開塾

7

深刻化する後継者問題の解決に向けて
踏み出す

出石の歴史と伝統的なそば打ちの
技術を学ぶ

卒業生それぞれの場で出石のそば文化を
発信してほしい

きょうがくかん



県の取り組み「ひょうごフィールドパビリオン SDGs体験型
プログラム」も始まった。誰でも気軽にそば打ち体験ができ
る取り組みで、「出石蕎学館」のPRにつながればとの思いで
取り組んでいる。では、今後の目標は？
　「今は私が講師をしていますが、将来は、父に講師をして
もらいたいと考えています。出石蕎学館が、父が年齢を重ね

ても活躍できる場になり、出石のそば職人育成の拠点にな
ればと考えています」。
　町の未来を思い、父の将来を考える。それがイコールにな
り誕生したのが「出石蕎学館」だ。川原さんの確信に満ちた
表情は、そう語っている。

運転資金や人材登用・教育の
資金確保に信用保証協会を利用

コロナ禍になり、2020年5月、兵庫県融資制度「新型コロナ

ウイルス感染症対応資金」を利用して、「そば庄」の運転資金

を確保しました。これにより、心に余裕ができたため父と一

緒に「出石蕎学館」の生徒受け入れやプログラムなどについ

て打ち合わせをすることができました。

　「出石蕎学館」の教場は、「そば庄」の
「鉄砲町構口店」として届け出ており、そ
ば打ちを学ぶだけではなく飲食店とし
て営業することもできます。そのため出
石皿そば以外のメニューを提供する際
に使用したり、卒業生の試食会を開催し
ています。

出石蕎学館

講師

川原 一郎 氏

〒668-0223
豊岡市出石町鉄砲26
☎ 0796-52-2432

8



9

　4月の保証承諾のうち、運転資金は21,531百万円(前年同月比22.2％減）、設備資金は550百万円(同
7.5％減）となり、前年同月と比べ、運転資金、設備資金ともに下回った。資 金 使 途 別

　4月の業種別保証承諾の状況は、卸売業3,528百万円（前年同月比1.4％増）で前年同月を上回り、運送・
倉庫業1,141百万円（同15.5％減）、サービス業3,267百万円（同18.5％減）、建設業6,712百万円（同22.3％
減）、製造業3,608百万円（同22.4％減）、飲食店840百万円（同23.7％減）、小売業2,464百万円（同34.3％
減）、不動産業957百万円（同43.3％減）等で前年同月を下回った。

業 種 別

　4月の金融機関群別保証承諾の状況は、第二地方銀行2,402百万円（前年同月比11.3％増）で前年同月
を上回り、地方銀行1,918百万円（同9.7％減）、信用金庫17,275百万円（同21.5％減）、都市銀行183百万円
（同46.8％減）、信用組合970百万円（同58.2％減）で前年同月を下回った。

金融機関群別

40,000
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50,000

20,000

保証承諾 （前年比較）
（単位：百万円）

令和6年 令和7年

4月

28,951

22,747

令和6年 令和7年

3月

47,594

36,909

令和6年 令和7年

2月

36,476

26,378

令和6年 令和7年

1月

28,184

22,513

令和5年 令和6年

12月

42,995

35,163

令和5年 令和6年

11月

34,053

28,293

令和5年 令和6年

10月

34,979

24,506

10,000

　4 月の保証承諾は1,573件（前年同月比9.5％減）、22,747百万円（同21.4％減）となり、前年同月と比
べ、件数で166 件、金額で6,204百万円下回った。
　また、保証申込は1,763件（同7.6％減）、26,488百万円（同19.2％減）となり、前年同月と比べ、件数、金
額ともに下回った。

1 保証承諾

保 証 状 況月4令和７年

保 証 申 込

保 証 承 諾

保証債務残高

代位弁済（元利）

件　数 金　額前年比 前年比 件　数 金　額前年比 前年比

（単位：件、百万円、%）

当 月 中 当 期 中

実際回収（元損）

1,763

1,573

－

165

－

92.4

90.5

－

103.1

－

26,488

22,747

－

2,207

771

80.8

78.6

－

108.6

144.4

1,763

1,573

125,639

165

－

92.4

90.5

100.7

103.1

－

26,488

22,747

1,649,468

2,207

771

80.8

78.6

96.2

108.6

144.4
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2,000,000

1,800,000

1,400,000

1,600,000

1,200,000

（単位：百万円）

1,000,000

保証債務残高 （前年比較）
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1,714,918
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1,659,213
1,729,591
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3月

1,658,232
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1,751,353

令和5年 令和6年

11月

1,680,245
1,754,096

令和5年 令和6年

10月

1,687,854
1,763,510

　4月末の保証債務残高は、125,639件（前年同月比0.7％増）、1,649,468百万円（同3.8％減）となり、前
年同月と比べ、件数は上回り、金額は下回った。

2 保証債務残高

（単位：百万円）
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事故報告受付 （前年比較）
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11月

3,030

2,165

令和5年 令和6年

10月

3,107
2,702

　4月の事故報告受付は、251件（前年同月比11.3％減）、3,281百万円（同8.4％減）となり、前年同月と比
べ、件数は32件減少し、金額は300百万円の減少となった。
　事故報告残高については、4月末で1,329件（同11.9％増）、15,086百万円（同18.1％増）となり、前年同
月と比べ、件数、金額ともに上回った。

3 事故報告

（単位：百万円）
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11月

1,745 1,863

令和5年 令和6年 

10月

1,817
2,018

代位弁済 （前年比較）

　4月の代位弁済は、165件（前年同月比3.1％増）、2,207百万円（同8.6％増）となり、前年同月と比べ、件
数は5件増加し、金額は174百万円の増加となった。

4 代位弁済
（元利）
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信用保証をご利用できる方
以下①～④のいずれにも該当している事業者の方が信用保証をご利用できます。

業種・営業形態などにより、ご利用いただけない場合もございます。
詳しくは、当協会窓口までお問い合わせください。

①資本金または従業員数のいずれかが、右表の企業基準に該当していること。
　特定非営利活動法人（NPO法人）の場合は、従業員数（製造業等：300人以下、卸売業・サー
ビス業：100人以下、小売業・飲食業：50人以下）が該当していること。
②個人の場合は、兵庫県内に住居、事務所または営業所を有し、事業を営んでいること。
　法人の場合は、兵庫県内に本店または事業所を有し、事業を営んでいること。
③許認可等を必要とする事業の場合は、当該事業に係る許認可等を申込人名義で
　受けていること。
④事業上必要とする運転資金または設備資金であること。

暴力団等の反社会的勢力とは取引いたしません。 
第三者が介在・介入する申込はお断りします。

兵庫県信用保証協会のネットワーク

788

みずほ銀行

姫路女学院高校

県姫路総合庁舎

本　　　所： （代表）

神戸事務所：

神戸阪急

法務局・ハローワーク

但馬銀行

県加古川総合庁舎

※1 建設業、運送業、不動産業、旅行業を含みます。
※2 自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製

造業を除きます。

業　種 資本金 従業員数

3億円以下

3億円以下

1億円以下

5,000万円以下

5,000万円以下

5,000万円以下

3億円以下

製造業等 ※1

卸売業
小売業・飲食業
サービス業

医療法人等

ゴム製品製造業 ※2

ソフトウェア業
情報処理サービス業
旅館業

300人以下

900人以下

100人以下

50人以下

100人以下

200人以下

300人以下

300人以下

国家戦略特区において商工業とともに農業を営む方も信用保証をご利用
いただけます。

当協会はサンテレビの情報番組「あんてなサン」の番
組スポンサーをしています

ご希望の方に保証時報を毎月送付いたします（送料は
当協会が負担）。 ご希望の方は総務企画部企画調整課
（☎ 078-393-3922）までお申し出ください。

保証時報の送付について

● 女性企業家の皆さまへ
女性企業家相談窓口 ☎  078-393-3910

 (経営支援部 再生発展支援課内)

● 事業承継をお考えの皆さまへ
事業承継相談窓口 ☎  078-393-3962

 (経営支援部 再生発展支援課内)

● これから事業を開始する皆さまへ
創業準備相談窓口 ☎  078-393-3912

 (経営支援部 再生発展支援課内)

● 事業経営全般に関する相談について
経営サポート相談窓口 ☎  078-393-3969

 (経営支援部 再生発展支援課内)

あんてなサン （サンテレビ）
毎週日曜日／22時～22時30分放送

お客様総合相談室
大 瀧 室 長 TEL 078-393-3905

経営支援部

本所・事務所・支所のお客様総合相談窓口

岩 永 副 部 長 TEL 078-393-3920

TEL 078-393-3909

TEL 078-393-3915

TEL 06-6411-4133

TEL 079-289-3611

TEL 0796-22-5171

TEL 0799-22-4493

TEL 0795-22-6775

TEL 079-424-1105

按 田 副 所 長

中 元 副 所 長

岩 崎 次 長

岩 川 次 長

兼 田 次 長

松 田 副 所 長

三 宅 副 所 長
（保証相談一課、二課、三課）

佐 藤 副 所 長
（調整相談一課、二課）

代位弁済後のご返済等に関する
お客様総合相談窓口

岡 本 副 部 長 TEL 078-393-3914
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